
1 

平成３０年第１５回弘前市教育委員会会議録 

 

日時 平成３０年１０月２６日（金） 

午後２時３０分 

場所 岩木庁舎２階多目的ホール 

◇議事日程 

１ 定足数確認 

２ 開会宣告 

３ 会議録署名者の指名 

４ 会期決定 

５ 議案の審議 

議案第３５号 弘前市立博物館協議会委員の任命について 

議案第３６号 高岡の森弘前藩歴史館協議会委員の任命について 

６ 閉会宣告 

 

◇付議事件 

 議事日程に同じ 

 

◇出席委員 

  １番 吉田 健 委員、３番 村谷 要 委員、５番 前田 幸子 委員 

 

◇欠席委員 

  ２番 高木 恵美子 委員、４番 澤田 美彦 委員 

 

◇説明のため出席した者の職氏名 

教育部長 野呂 忠久、理事兼学校教育推進監 奈良岡 淳、 

教育政策課長 菅野 昌子、学校づくり推進課長 三上 善仁、 

学務健康課長 中田 和人、学校指導課長 木村 文宣、 

教育センター所長 三上 文章、生涯学習課長 戸沢 春次、 

博物館長及び高岡の森弘前藩歴史館長 加藤 裕敏、文化財課長 成田 正彦 

 

◇出席事務局職員 

  教育政策課長補佐 福士 智広、教育政策課総務係長 鳴海 貴幸 
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  午後２時３０分 開会 

 

○教育長（吉田 健） これより、平成３０年第１５回弘前市教育委員会会議を開会い

たします。ただいまの出席者数は３名で定足数に達しておりますので、直ちに会議

を開きます。 

会議録署名者に３番村谷要委員と５番前田幸子委員を指名いたします。 

会期は本日１日としたいと思いますがいかがでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○教育長（吉田 健） ご異議ないものと認め、会期は本日１日といたします。本日の

案件は、議案が２件となっております。 

 

・議案第３５号について 

○教育長（吉田 健） それでは、議案第３５号弘前市立博物館協議会委員の任命につ

いて、事務局から説明をお願いします。 

○博物館長（加藤裕敏） 議案第３５号弘前市立博物館協議会委員の任命についてご説明

します。提案理由は、弘前市立博物館協議会委員が平成３０年１０月３１日をもって

任期満了となることに伴い、博物館法第２１条の規定により、新たに委員を任命しよ

うとするものです。 

任命期間は、平成３０年１１月１日から平成３２年１０月３１日までの２年間とな

ります。現在の公募委員である船越和幸委員及び広瀬寿秀委員は、弘前市附属機関の

委員の公募実施要領第７条第２項の規定に、公募委員は再任出来ないものとするとあ

ることから退任となります。公募委員について、平成３０年７月９日から７月３１日

まで行いましたが、応募者がなかったことから、同年８月１日から９月１５日まで公

募期間を延長した結果、船越和幸氏が再応募いただきましたが、前述の通り公募委員

は再任出来ないことから取り下げして頂き、公募委員は無しとなりました。これによ

り８名の現委員の再任となります。 

また、小嶋義憲委員は５期１０年間の在任となっており、弘前市附属機関の設置及

び運営に関する指針第７条第１項第４号の規定に、在任期間が引き続き１０年を超え

ないこととなっており、今回再任されますと６期となり１０年を超えることになりま

すが、小嶋委員については、高照神社文化財維持保存会後援会の事務局長として長年

活動しており、津軽家の歴史や文化財について専門的な知識を有し、他に得られない

事から指針の７条にあたる特別な事情に該当するものとして再任するものであります。 

なお、弘前市附属機関の設置及び運営に関する指針第７条第１項第２号の規定に、

女性委員の比率は４０パーセント以上となるよう努めることありますが、現委員が再

任されますとこの基準を充足することとなります。 

○教育長（吉田 健） ただいまの説明に対しましてご質問等ございませんか。 

○５番（前田幸子委員） この人選で大変よいのではと思いました。男女の比率ですが、



3 

島内智秋委員の性別と鹿内葵委員の性別が分からないので教えて頂けますか。 

〇博物館長（加藤祐敏） 女性委員につきましては、島内智秋委員、出佳奈子委員、武井

紀子委員、北原かな子委員の４名となっております。鹿内葵委員は男性です。 

〇５番（前田幸子委員） 他の委員委嘱の際の名簿には、男女の性別を書いているのでし

たか。 

〇教育部長（野呂忠久） 男女の性別は書いていないですね。 

〇５番（前田幸子委員） 名前だけで男女が分からない場合がありますので、委員会全体

で委員を任命する時には、今度から記載してもよいかもしれないですね。よろしくお

願いします。  

〇教育長（吉田 健） ほかにご質疑等ありませんか。 

○教育長（吉田 健） それでは議案第３５号を可決することにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」の声あり） 

○教育長（吉田 健） ご異議ないものと認めます。よって議案第３５号は可決されまし

た。 

 

・議案第３６号について 

○教育長（吉田 健） それでは、議案第３６号高岡の森弘前藩歴史館協議会委員の任

命について、事務局から説明をお願いします。 

○高岡の森弘前藩歴史館長（加藤祐敏） 議案第３６号高岡の森弘前藩歴史館協議会委員

の任命についてご説明いたします。提案理由は、博物館法第２１条の規定により、高

岡の森弘前藩歴史館の運営に関し、館長の諮問に応ずるとともに館長に対して意見を

述べる機関として、高岡の森弘前藩歴史館協議会を設置することとし、その委員を任

命しようとするものであります。 

任命期間は任命の日から２年間で、１１月中に任命を行う予定となっております。 

任命を予定している方は、弘前大学大学院教育学研究科教授であります瀧本壽史さ

ん、東北女子短期大学教授であります島内智秋さん、元高照神社文化財維持保存会後

援会事務局長であります小嶋義憲さん、高岡町会長であります 西修造さん、岩木山

観光協会事務局長であります小山伸吉さん、公募による委員であります堀智慧さん、

以上の６名となっております。 

なお高岡の森弘前藩歴史館条例においては、協議会の委員の定員が７名以内となっ

ておりますが、当協議会は今回が初めての任命となることから、今回の任命は各分野

を網羅した必要最低限の６名とし、今後協議会での協議を行う中で、必要とされる分

野の委員を追加することとしたいと考えております。 

〇教育長（吉田 健） 確認ですが、女性は２名ですか。 

〇高岡の森弘前藩歴史館長（加藤祐敏） ２名です。 

○５番（前田幸子委員） 新しい協議会なので、話し合うべきこととか内容とか沢山ある

かと思うのですが、今のところ予定として何回くらい会議開催を予定しているのでし

ょうか。 
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〇高岡の森弘前藩歴史館長（加藤祐敏） 協議会ですが１１月に予定されております。辞

令交付、組織会を経た後、第１回目の協議会を開催する予定となっております。年１

回程度開催する予定となっております。 

〇教育長（吉田 健） 公募委員は２名という可能性もあったのですか。 

〇高岡の森弘前藩歴史館長（加藤祐敏） 選考の結果公募委員は１名となりました。 

○教育長（吉田 健） ほかにご質疑等ありませんか。 

○教育長（吉田 健） それでは議案第３６号を可決することにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」の声あり） 

○教育長（吉田 健） ご異議ないものと認めます。よって議案第３６号は可決されまし

た。 

○教育長（吉田 健） 以上で、本日の会議に付議された案件の審議はすべて終了いたし

ました。これをもちまして、平成３０年第１５回弘前市教育委員会会議を閉会いたし

ます。 

 

午後２時４２分閉会 

 

 

 

                 会議録作成者 

                  弘前市教育委員会 

                   教育政策課総務係長 鳴海 貴幸 

 

 

 

              弘前市教育委員会 

 

                   教育長   吉 田    健 

 

 

                   署名者   村 谷    要 

 

 

                   署名者   前 田  幸 子 

 


